
池田 Q1：市長は人口減少対策を最重点施策とし

「若い世代に選ばれる街」をめざすと言う。し

かし先が見えない不安定雇用や低賃金の雇用環

境では長崎市に住み続けることはできない。指

定管理制度はコスト削減が主目的となり、施設

運営費が十分に確保されていないため、多くの

非正規・不安定雇用を市が生み出している。ま

た国や市の給付金で運営されている民間保育所

の保育士 1500人の 45％は非正規。非正規フル

タイム保育士の平均賃金は 42歳で 16万 1千円

という低賃金だ。市の施策が大きく関与するこ

れらの職場でこそ、働く人の待遇改善を進めて

いかなければ、人口減少を食い止めることはで

きないのではないか。 
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1.人口減少対策としての雇用者の待遇改善について 

①指定管理者制度における雇用者 

②民間保育所等の保育士 

2.セクシュアル・ハラスメント防止対策について 

池田 Q2：市の指定管理者全体で、非正規雇用が 2/3 を占

める。平均年収 200万円を超える指定管理者は 46事業所

のうち 5つしかない。詳しい雇用状況を入手できた 3施

設では、正規雇用率 18％で嘱託(非正規フルタイム）は

43％。20～30代では正規 6名に対し嘱託は 14名もいる。

正規の年収が平均 443万円に対し嘱託は 239万円。20～

30代の若者がそこで働き続けて将来自立できる待遇と言

えるか。 

総務部長 A2：委託料に含まれる

人件費は適正なものと判断して

いる。個別の労働契約に介入す

ることはできない。 

市長 A1：指定管理の委託費に含まれ

る人件費は、市の賃金水準や類似業

務の状況を勘案して積算している。

雇用形態や賃金水準は労使間の契約

なので、行政は関与しない。民間保

育士は正規・非正規を問わず、国に

よる処遇改善が行われ、市も一人当

たり年 3万円を補助している。その

結果 5年前に比べ、正規で約 2万円

増えている。保育士の賃金は他産業

に比べて低いので、さらなる処遇改

善を国に求めていく。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田 3：指定管理は市の施設なので、もともと儲かる施設で

はない。市が払う委託料によって働く人の賃金や待遇が決ま

る。市は人件費の積算が適正だと言うが、環境経済委員会で

審議した時、正規雇用が作れるような委託料ではなかった。

これから結婚し、子育てし、老後に向けた貯金もしなければ

ならない 20～30代の若者が、毎年更新・低賃金の嘱託で、

長崎で働いてくらし続けることができるか。民間の雇用形態

には手をつっこめないのはわかるが、委託料は長崎市の判断

次第。若者が働き続けられるよう見直すべきだ。 

池田 Q4：保育士不足、待機児童解消のため、わずかだが保

育士の処遇改善が行われたのは理解する。しかしまだ低い。

国に補助金増をお願いするのも大事だが、市の補助金の増額

も考えるべき。また、正規と同じように働くのに、待遇は毎

年更新・低賃金の非正規フルタイム保育士が 20～30代で

22％いる。新卒でフルタイム非正規も多い。ピアノを習わ

せ、大学に通わせて保育士を育てた親の思いも考えてほし

い。中には、新卒の時から、何年たっても、ずっと非正規フ

ルタイムという保育士もいる。保育は市の補助事業のような

もの。市が働き方を指導すべきではないか。 

こども部長 A4：賃金や

雇用形態については労

使間の契約に基づくも

のだが、国や市の給付

費については指導監査

の対象なので、指導監

査の観点から可能な範

囲で指導を行ってい

く。 

池田 5：若い人たちが長崎でくらし続けていくためには、市が直接かかわる雇用の

部分で待遇改善を図っていく施策が求められる。 

 

池田Ｑ6：ILOでハラスメント禁止

条約が批准されるなど世界的にセ

クシュアル・ハラスメントの根絶

が課題となっているが、長崎市は

先日、元市幹部職員から性暴力と

二次被害を受けたとする記者に提

訴された。市のセクハラ防止施策

について質問する。セクハラ事案

が発生した際、まずどのように対

応するのか。 

総務部長 A6：市の各部局に相談

窓口を設置しており「セクシュ

アル・ハラスメントに関する苦

情相談に対応するに当たり留意

すべき事項についての指針」に

基づき対応する。まず、相談者

から内容を詳細に聞き取り、相

談者了解の上で加害者から聞き

取りを行い、両者の意見を照ら

し合わせて事実の特定を行う。 

池田Ｑ7：確認するが、通常のセクハラ対応

で、十分な調査をしないまま、調査を打ち切

ることはあるか。 

総務部長 A7：相談者の意向を十分聞い

て納得いくような対応を図っている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田 Q8：今回訴訟となって

いる事案について十分な調

査と事実の特定はできてい

るのか。 

総務部長 A8：市は可能な限りの対応をしてきたと認識してい

る。詳細の中身についてはプライバシーに配慮するよう言わ

れており、また訴訟に差し支えるので答弁を差し控える。 

池田 9：事実認定ができたかどうかの、どこがプライバシー

に関わるのか、意味が分からない。 

池田 Q10：市のセクハラ対応とし

て、加害者から先に事情を聴き、被

害者からは事情を聴かないというこ

とはあり得ないと思っていいか。 

総務部長 A10：被害者が

先で、その後、加害者か

ら事情を聴く。そのよう

な対応をとっている。 

池田Ｑ11：訴訟事案で、被害者である記者と

加害者とされる元原対部長と、どちらから先

に事情を聴いたか。被害者の記者から事情聴

取はしたのか。その記録はあるか。 

総務部長 11：

具体的内容に

関わることな

ので答弁は差

し控える。 

池田 12：市のセクハラ対応として、被害者からの事情聴取をしたのかしなかったのか、事

実の確認だ。なぜ答えられないのか。被害者の記者は、一度も市から事情聴取を受けてい

ないと言っている。事情聴取の申し入れすらなかったという。市長も幹部職員も何度か被

害者の記者と電話で話し、直接会ってもいる。なぜその時事情を聴いて記録をとらなかっ

たのか。被害者の話も聞かないで十分な調査、対応と言えるか。 

池田Ｑ13：市のセクハラ対応で事情を聴く際、人事

院規則や市の指針には「必ず記録をとる」とある

が、記録をとらないで事情を聴くことがあるか。 

総務部長 A13：やり取りを記録に

とどめることになっている。 

池田Ｑ14：加害者の元原対部長から事情聴取した 2枚

の報告書がある。この事件に関して初めての事情聴取

は 10/30夜、市長によって行われたが、その内容はわ

ずか 16行。もっと詳しく事情を聴くべきではなかった

か。しかも、この時市長は記録をとっていなかったと

いうではないか。翌日の秘書課長による電話での聞き

取り報告はわず 6行。この日、元原対部長は出勤して

いたのに、市はこんな大変な事情聴取を電話で済ます

のか。これで十分な聴取と言えるのか。 

総務部長 A14：訴訟に関わることなので答弁は差し控える。 

池田 15：事の重大さを考えれば、10/31 に総務部が事情聴取して記録に残すべきだ

った。迅速かつ正確な確認が必要と指針に書かれているのに、セクハラ対応として

大失態だ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田Ｑ16：セクハラでは被害者と加害者の主張がしばし

ば一致しない。その場合、指針では、第三者から事情を

聴くとある。市は第三者からの聞き取り調査をしたか。 

総務部長 A16：11/4～12/11 にかけて、7人の職員から事

情聴取を行った。 

池田Ｑ17：その聴取記録では、一番長くて 12行、短いの

は 4 行しかない。たった 7 人の職員から数行から十数行の

短い内容聴取で、十分な調査をしたと言えるのか。当時の

総務部長が「不十分な調査」とメールに書いているが。 

総務部長 A17：訴訟に関わることなので答弁は差し控える。 

池田 18：市長は 11/1の記者会見で被害者の記者からも第三者からも話を聴かないうちか

ら「元原対部長が死亡したことを以て、事実を明らかにするのは困難」と言った。最初

から真相を明らかにすることを放棄している。市長には迅速かつ適切な調査をすべき責

任があるのに、極めて不十分な調査で事実特定もしないまま 12年間放置した。被害者の

心情や痛みを軽視した人権侵害だ。 

池田 Q19：調査で事実確認が困難な場合、厚労省の指針には第三者委

員会に調査を委ねるとある。訴訟事案は市のハラスメントに関する第

三者委員会ができる前だったが、すぐに第三者委員会を設置すべきだ

ったのではないか。 

総務部長 A19：

訴訟の中で明ら

かにする。 

池田Ｑ20：被害者の記者からも第三者委員会

を作って調査するよう要望があったはずだ。

なぜ作らなかったのか。 

総務部長 A20：訴

訟の中で明らかに

する。 

池田 21：第三者機関ができたのは、事件から 5年、要望があってか

ら 3年以上たっている。しかも第三者機関ができたことも伝えてい

ないではないか。 

池田Ｑ22：セクハラは特に加害者に対す

る非難よりも被害者に対するバッシン

グ、二次被害が起きやすい。被害者に対

する誹謗中傷や不確かな噂が庁内に流布

されている場合、市はどのように対応す

るのか。 

総務部長 A22：内容

やどこから発生した

かを特定し、発生元

を止める。 

池田Ｑ23：市長は 11/1の記者会見で「直

接職員にメールして呼びかけたい」と言っ

た。二次被害を起こさないために不確かな

噂や誹謗中傷は慎むように伝えたか。 

総務部長 A23：幹部

職員を集めて、そう

いう事案が発生して

いるので噂の流布を

防ぐように市長の話

を伝達した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田 Q24：11/21の長崎新聞の記事に「市役所内でさまざまな噂が飛び交っている。『自

殺の原因は女性記者にある』など、あたかも事実のようにささやかれている。共通するこ

とは発信元は市の幹部ということだ」とある。この記事が掲載されたのは第三者職員に聞

き取りをしている真っ最中。調査している段階でまだ何も事実関係が明らかになっていな

いうちから、不確かな噂が飛び交っていたということになる。話を伝達したという幹部職

員が発信源だ。市はどう対処したのか。放置したのか。 

総務部長 A24：裁判の中で明らかにする。 

池田Ｑ25：発生元を止めてもすでに噂が広がって

いる場合、庁内に対して根拠のない噂や不確かな

事実を慎むよう伝えないのか。 

総務部長 A25：裁判の中で明らかにする。 

池田 Q26：この後、週刊誌に掲載されたことで、二次被害

は拡大、深刻化した。もし手を打っていたら、ここまでの

二次被害はなかった。市はこの二次的セクハラに関して調

査をし対策を講じたのか。その記録は残っているのか。 

総務部長 A26：一定の対応を図った。内容は言えない。 

池田 27：被害者である記者は市が第三者委員会を設置しないことを受けて日弁連に人権

救済申し立てを行った。5 年もの調査の結果、日弁連が人権侵害を認めて市に勧告した

が、市は「市の調査結果で事実認定している」ことを理由に受け入れなかった。この事

件の調査責任は市にある。自らの調査が不十分と思うなら再調査すべきだ。この件に関

しては女性市民団体も市長に申し入れをしたが、市長は会おうとしなかった。市の幹部

が起こしたセクハラに関して市長はこのような姿勢で市民に向き合うのか。 

池田 28：この事件に関しての市の調査は不十分でいま

だに事実の特定もできていない。二次被害が起こって

いるのを知っても、手も打たなかった。人権侵害に鈍

感としか言いようがない。平和都市として恥ずかし

い。市民の税金を使って無駄に争うのではなく、日弁

連勧告を受け入れ、謝罪と再発防止を講じ、二次被害

で定着した噂を否定して、被害者である記者の名誉回

復を図ることを強く求める。 



 

 

 

 

 今回も、たくさんのご

支援、ありがとうござ

いました 

翌日（2019年 7月 2 日）の

長崎新聞に、セクシュア

ル・ハラスメントの質問の

ことが載りました。 


